▲▲中学校（男子/女子）□□部父母会規約参考

（名称）
第１条　本会は「▲▲中学校（男子/女子）□□部父母会」（以下「本会」という。）と称する。

（目的）
第２条　本会は、▲▲中学校（男子/女子）□□部に所属する生徒の活動を支援するとともに、保護者相互の連携及び親睦を図ることを目的とする。

（事業）
第３条　本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 部活動への支援に関すること
(2) 保護者相互の連携及び親睦に関すること
(3) 部活動における事故防止および安全管理の徹底に関すること
(4) その他必要な事業に関すること

（会員）
第４条　本会の会員は、▲▲中学校（男子/女子）□□部に所属する生徒の保護者とする。

（役員）
第５条　本会に次の役員を置く。
(1) 会長　１名
(2) 副会長　若干名
(3) 会計　１名
(4) 監査　１名

（役員の選出）
第６条　役員は会員の互選により選出し、総会の承認を得るものとする。
（役員の任務）
第７条　役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は本会を代表し、会務を総理する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3) 会計は本会の会計事務を処理する。
(4) 監査は会計を監査し、その結果を総会に報告する。


（役員の任期）
第８条　役員の任期は１年とし、再任を妨げない。

（会議）
第９条　本会の会議は、総会及び役員会とする。

（総会）
第10条　総会は年１回以上開催し、次の事項を審議する。
(1) 事業報告及び決算
(2) 事業計画及び予算
(3) 役員の選出
(4) その他重要事項

（役員会）
第11条　役員会は必要に応じて開催し、本会の運営に関する事項を協議する。

（会費）
第12条　本会の会費は、総会において定める。

（会計）
第13条　本会の経費は、会費その他の収入をもって充てる。
２　本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月31日に終わる。

（安全管理および緊急時の対応）
第14条　本会は、活動中の生徒の安全確保を最優先とし、以下の事項に取り組む。
[bookmark: _GoBack](1) スポーツ安全保険等への団体加入を必須とする。
(2) 事故や緊急事態が発生した場合は、速やかに応急処置を行うとともに、救急搬送等の適切な対応をとり、学校および保護者へ速やかに報告する。
(3) 定期的な活動環境の点検を行い、事故防止に努める。

（規約の改正）
第15条　本規約の改正は、総会において出席会員の過半数の賛成をもって行う。
（附則）
第16条　本規約は、令和○年○月○日から施行する。


